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【会場講習用】 

適合証明技術者登録申請・講習申込について【『登録窓口：福島』用】 

 
※前回より既存住宅状況調査技術者登録が登録要件となっておりますのでご注意ください。 
 
 登録窓口      

 

   一般社団法人福島県建築士事務所協会 
    

 〒９６０－８０６１ 

      福島市五月町４－２５ 福島県建設センター５階 

 

    電話：０２４－５２１－４０３３   FAX：０２４－５２１－５０８７ 

 

 登録期間      

   令和８年７月１日（水）～７月３１日（金） 

    

 必要書類  

   次に留意して下さい。 

 

【適合証明技術者の登録に必要な書類】 

① 登録申請書（記入例は『登録・講習受付のご案内』5 ページ参照 ※押印３ヶ所 

② 適合証明業務に関する確認書（記入例は『登録・講習受付のご案内』6 ページ参照）※押印２ヶ所 

     ※登録開設者が法人の場合は、法務局届出の代表者印を押印して下さい。 

     ※登録開設者名（個人である場合）及び適合証明技術者氏名欄は、自署してください。 

※いずれもシャチハタは不可。 

③ 都道府県知事または指定事務所登録機関が発行した建築士事務所登録を証する書類の写し 

※登録後、変更があった場合は変更届を含みます。  

④ 登録予定建築士の建築士免許証または免許証明書の写し 

⑤ 2027 年 4 月 1 日以降有効な既存住宅状況調査技術者講習修了証明書または資格者証の写し 

※ 申請時に 2027 年 4 月 1 日以降有効な資格を有さない場合、資格取得後の上記書類を

2027 年 2 月末までにご提出ください。書類を確認できない場合、「適合証明技術者登録

証明書」を交付できません。 

⑥ 登録予定建築士の写真２枚（1 枚は登録申請書貼付用、もう 1 枚は受講票貼付用｜無帽、無

背景、正面（胸部より上部分）を写したカラーの証明写真（縦 3.0cm、横 2.4cm）で、６カ月

以内に撮影したもの。白黒不可、デジタルカメラのプリントカラー写真可、スナップ写真につ

いては不可） 

⑦ 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等公的機関発行の写真付き資格者証等、本人

の氏名と写真が確認できる書類の写し 

⑧ 受講申込書 

※ ①②は同封しましたが、支援情報サイトにデータ入力可能な書式も掲載しています。なお、

リノベ業務実施者用の②は、別途メールで送付いたします。 

 

 登録料等  

 前回より既存住宅状況調査技術者登録の更新に合わせて、ご希望の有効期限に応じた登録料でお申込いた

だけます。                                        
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 （税込） 

登録料 受講料含む 

（テキスト代を含む） 

合計 

【 

１年間】 ７，７００円 

 

   

 

 

１６，５００円 

 

【１年間】２４，２００円 

 

【２年間】１５，４００円 

 

【２年間】３１，９００円 

 

【３年間】２３，１００円 

 

【３年間】３９，６００円 

 なお、一旦納付された受講料は、天災等の理由で講習が中止された場合を除き返還できませんので、 

ご了承ください。 

 

  申請方法  

 申請方法は送付のみの対応となり、下記２通りからお選び願います。 

   １）現金書留にて送付の場合 

   （領収書については、講習会終了後に証明書等と一緒にお渡しします。） 

    上記「必要書類」１～８の書類を同封の上、上記「登録料等」を参考にして料金を現金書留で登録

   窓口に送付して下さい(７月３１日必着)。申請書等の関係書類は折りたたんで同封していただいても

   別封筒にて送付していただいても構いません。なお、送料は各自ご負担願います。 

 

    【送 付 先】〒９６０－８０６１ 福島市五月町４－２５ 福島県建設センター５階 

          （一社）福島県建築士事務所協会 まで 

 

  ２）料金を指定銀行口座に振込み後、書類を送付の場合 

   （領収書については、講習会終了後に証明書等と一緒にお渡しします。） 

    上記「登録料等」を参考にして料金を下記口座にお振り込みいただき、「必要書類」１～８に加え

   振込受付書（利用明細書）の写しを添えて、配達記録の残る方法（簡易書留や宅配便など）にて送付

   して下さい(７月３１日必着)。なお、振込手数料及び送料は各自ご負担願います。 

    

    【振込口座】東邦銀行中町支店 普通預金 口座番号４８０４４４ 

           名義：一般社団法人福島県建築士事務所協会 会長 安藤 正道 

    

    【送 付 先】〒９６０－８０６１ 福島市五月町４－２５ 福島県建設センター５階 

          （一社）福島県建築士事務所協会 まで 

 

 注意事項  
Ａ．講習会の受講は登録要件となっております。福島県での開催日は、８月２０日（水）福島県建設セ

ンター２階会議室 です。受講しない場合は証明書は交付できません。また、登録予定建築士以外

の受講（代理受講）は認めません。 

  

 Ｂ．受講票は講習会の開催日の１０日前までにはお送りしますが、受講票がないと講習は受けられませ

んので、大切に保管し講習会当日忘れずにご持参下さい。また、５日前になっても受講票が届かな

い場合は、事務局（電話：０２４－５２１－４０３３）までご連絡ください。 

 

Ｃ．講習会テキストは講習会当日、会場でお渡しいたします。 

   

Ｄ．講習を受講しない場合であっても、受講料は返還いたしませんのでご了承ください。 

 

E．登録証明書は令和９年3月以降、登録開設者宛に簡易書留で郵送します。 

   

F．登録標識については、講習会場にて代金をえてお申し込みいただきますが、受注生産となりますの

で後日送付させていただきます。 

   

G．講習日程が合わない場合には、他の都道府県での受講も可能です。登録窓口にご相談ください。 


